
平成１０年(ワ)第３３６－１号　配当金返還請求事件
判　　　　　　　　　　決
主　　　　　　　　　　文

１　原告組合に対し，
　(1)　被告Ａは金１５９３万円及びこれに対する平成１０年８月１日から支払済みま

で年５分の割合による金員，
  (2)　被告Ｂは金３１９万８０００円及びこれに対する平成１０年８月１日から支払済

みまで年５分の割合による金員， 
  (3)　被告Ｃは金１３１５万円及びこれに対する平成１０年８月１日から支払済みま

で年５分の割合による金員，
  (4)　被告Ｄは金１３１５万円及びこれに対する平成１０年８月１日から支払済みま

で年５分の割合による金員， 
  (5)　被告Ｅは金１３１５万円及びこれに対する平成１０年８月１日から支払済みま

で年５分の割合による金員，
  (6)　被告Ｆは金１３１５万円及びこれに対する平成１０年８月１日から支払済みま

で年５分の割合による金員，
  (7)　被告Ｇは金１３１５万円及びこれに対する平成１０年８月１日から支払済みま

で年５分の割合による金員，
  (8)　被告Ｈは金１３１５万円及びこれに対する平成１０年８月１日から支払済みま

で年５分の割合による金員，
  (9)　被告Ｉは金１１２９万６０００円及びこれに対する平成１０年８月１日から支払済

みまで年５分の割合による金員，
　をそれぞれ支払え。

２　訴訟費用は被告らの負担とする。
事実及び理由

第１章　当事者の申立て
　第１　原告組合

　１　主文同旨
　２　仮執行宣言
第２　被告ら
　１　原告組合の請求をいずれも棄却する。
　２　訴訟費用は原告組合の負担とする。

第２章　事案の概要等
第１　事案の概要

本件は，松山港港湾整備事業（愛媛県ＦＡＺ整備事業）に伴う漁業権の消滅補
償として愛媛県から漁業補償金の交付を受けた原告組合が，被告らは正組合
員としての資格要件を充足していないにもかかわらず正組合員として配分金を
受領したとして，不当利得返還請求権に基づき，被告らに対し，受領した配分金
の返還を求めた事案である。

第２　争点の前提となる事実（証拠を摘示した以外は争いのない事実）
　１　原告組合

(1)　原告組合は，水産業協同組合法（以下「水協法」という。）に基づき設立され
た漁業協同組合である。

(2)　Ｊは，平成８年７月２日から原告組合の代表理事組合長の職にある者である
（弁論の全趣旨）。

２　組合員資格
(1)　水協法１８条に基づく組合定款８条によれば，「この組合の地区内に住所を

有し，かつ，１年を通じて９０日をこえて漁業を営みまたはこれに従事する漁
民」（１項１号）は正組合員になることができるとされ，「この組合の地区内に住
所を有する漁民で，１項１号に掲げる以外のもの」，「この組合の地区内に住
所を有しない漁民で，その営みまたは従事する漁業の根拠地がこの組合の
地区内にあるもの」は准組合員になることができるとされており，他方，水協
法２７条，組合定款１４条によれば，「組合員たる資格の喪失」が法定脱退事
由とされている（甲１０，弁論の全趣旨）。

(2)　なお，水協法１０条によれば，「漁業」とは，水産動植物の採捕又は養殖の
事業をいい，「漁民」とは，漁業を営む個人又は漁業を営む者のために水産
動植物の採捕若くは養殖に従事する個人をいうとされている。

３　組合員の加入状況



(1)　原告組合は，旧名称を三津浜町漁業協同組合といい，松山市漁業協同組
合が３組合（三津浜町漁業協同組合，松山市高浜漁業協同組合及び松山市
漁業協同組合）に組織分裂したことによって昭和４４年３月１５日に法人として
成立したものであり，分裂当時，漁業を生業とする２０名程度の組合員によっ
て構成されていた（甲７３，原告組合代表者，弁論の全趣旨）。

(2)　上記分裂の結果，松山市漁業協同組合が単独で有していた共同漁業権伊
共第８３号が三津浜町漁業協同組合，松山市漁業協同組合及び松山市今出
漁業協同組合の共有となり，伊共第８４号が松山市今出漁業協同組合の単
有となったが，昭和４５年ころ以降，組合間において，共同漁業権の帰属，公
共事業等の実施に伴う漁業補償金の配分等の問題が持ち上がるようになり，
関係者の間においては，各組合の組合員数や保有する漁船数の多寡により
漁業権帰属の軽重を問い，漁業補償金配分の基準にすべきであるという考え
方が支配するようになった（甲７３，原告組合代表者，弁論の全趣旨）。

(3)　原告組合では，上記のような背景のもと，歴代の組合長等において，共同
漁業権の帰属や漁業補償金の配分について少しでも有利な方向に向かうよ
う組合員数や漁船数の増加獲得を目指し，漁業を営んでいない遊漁者等で
あっても，その者が船を所有するなどの事情があれば，組合加入を働きかけ
るようになり，その成果もあって，平成７年７月３１日当時，組合員名簿上，正
組合員５０名，准組合員１７名の組合員が存在することになった（甲１，７３，原
告組合代表者，弁論の全趣旨）。

４　ＦＡＺ漁業補償金
　(1)　愛媛県は，平成７年５月１９日，原告組合，松山市漁業協同組合，松山市今

出漁業協同組合との間で，運輸省第三港湾建設局及び愛媛県が施行する松
山港港湾整備事業（愛媛県ＦＡＺ整備事業）に伴う漁業権の消滅（共同漁業権
伊共第８３号及び伊共第８４号の一部放棄等）についての補償金（以下「ＦＡＺ
漁業補償金」という。）として２８億５０００万円を支払う旨の漁業補償契約を締
結した（甲２，３，弁論の全趣旨）。

(2)　ＦＡＺ漁業補償金は，上記３組合による交渉の結果，７億０２００万円が原告
組合に配分されることになり，平成７年５月３１日，その配分がなされた（原告
組合代表者，被告Ｇ，弁論の全趣旨）。

５　本件配分決議
(1)　原告組合では，平成６年１２月１６日，臨時総会が開催され，ＦＡＺ漁業補償

金に関し，配分委員会（以下「本件配分委員会」という。）を設置して配分基準
案を作成すること，Ｊを含む７名を配分委員とすることなどが異議なく承認され
た（甲４）。

(2)ア　原告組合では，平成６年１２月１９日以降，１１回にわたって本件配分委員
会が開催され，平成７年７月２０日，同委員会において，配分基準案（以下
「本件配分基準案」という。）が最終決定された（弁論の全趣旨）。

イ　本件配分基準案においては，①配分対象額が６億９５００万円，②配分対
象組合員が松山市ａ，ｂ地区の正・准組合員，③配分基準日が平成６年１２
月３１日（以下「本件配分基準日」という。）現在の組合員，④配分対象者が
正組合員４３名，准組合員１５名，その他６名（平成６年１２月３１日以降正
組合員加入者５名，他合意配分１名）とされており，⑤各正組合員に対する
配分については，６４６万５０００円を「正組合員均等割」とし，「正組合員に
なって１０年以上で漁業による生活依存度の高い者」（１００パーセント・１８
５３万５０００円）を基準として，正組合員としての年数の長短及び漁業によ
る生活依存度の高低に応じて９０，７０，５０，３５，２５パーセントの「正組合
員年数割」を加算する方法によって算出することとされた（甲５）。

(3)　原告組合では，平成７年７月２９日，理事会が開催され，第１号議案「ＦＡＺ
漁業補償金配分基準案等の承認について」が上程され，臨時総会を開催す
ることが異議なく承認された（弁論の全趣旨）。

(4)　原告組合では，平成７年８月１０日，臨時総会が開催され，第１号議案「ＦＡ
Ｚ漁業補償金配分基準案等の承認について」（本件配分基準案）が正組合員
５０名中，賛成４１名，反対９名により承認（以下「本件配分決議」という。）され
た（甲６，原告組合代表者，被告Ｅ）。

６　被告らに対する配分
　原告組合は，本件配分決議に基づき，配分対象者に対して本件配分基準案に
従った配分を行ったが，そのうち被告らに対する具体的配分金額等は次のとお



りである。
(1)　被告Ａ

ア　被告Ａは，昭和６１年９月１９日に原告組合に加入し，以後，出資の払込
み，賦課金の納入等の原告組合に対する義務を履行し，原告組合におい
て正組合員として扱われてきた者であり，本件配分決議に基づき，「正組合
員になって３年以上１０年未満で漁業による生活依存度のやや高い者」とし
て１５９３万円の配分を受けた（甲１，５，７，乙イ３，６，弁論の全趣旨）。

イ　被告Ａは，①運送会社の役員等をしており（甲１１），②所有する船が漁船
登録を受けていたものの，実際には漁業を営んではおらず（甲１１，乙イ
４），③原告組合加入当初から本件配分決議当時に至るまで，水協法・組
合定款にいう「漁民」に該当することはなかった（この点については争いが
ない）。また，実際には組合定款の定める地区外に居住していたにもかか
わらず，住民票の住所や漁船原簿上の住所を外形のみ組合定款の定める
地区内に異動させていた（甲１１，２０）。

(2)　被告Ｂ
ア　被告Ｂは，昭和５４年５月７日に原告組合に加入し，以後，出資の払込

み，賦課金の納入等の原告組合に対する義務を履行し，原告組合におい
て正組合員として扱われてきた者であり，本件配分決議に基づき，「合意配
分」として３１９万８０００円の配分を受けた（甲１，５，７，乙イ１，２，５，原告
組合代表者，弁論の全趣旨）。

イ　被告Ｂは，①運送会社の役員等をしており（甲１１，乙イ５），②船は所有し
ていたものの，実際には漁業を営んではおらず（乙イ５，調査嘱託の結
果），③専ら自船の係留場所を確保し，組合駐車場を利用することを目的と
して原告組合に加入し（乙イ５），③原告組合加入当初から本件配分決議
当時に至るまで，水協法・組合定款にいう「漁民」に該当することはなかっ
た（争いがない）。また，実際には組合定款の定める地区外に居住していた
（甲７０，乙イ５）。

(3)　被告Ｃ
ア　被告Ｃは，昭和５７年９月１６日に原告組合に加入し，以後，出資の払込

み，賦課金の納入等の原告組合に対する義務を履行し，原告組合におい
て正組合員として扱われてきた者であり，本件配分決議に基づき，「正組合
員になって３年以上１０年未満であるが漁業による生活依存度の低い者」と
して１３１５万円の配分を受けた（甲１，５，７，乙ロ８，弁論の全趣旨）。

イ　被告Ｃは，①水産物加工会社の役員等をしており（甲１２，乙ロ４），②所
有する船が漁船登録を受けていたものの，実際には漁業を営んではおら
ず，（甲１２，乙ロ４），③専ら自船の係留場所を確保する目的で原告組合に
加入し（乙ロ４），④原告組合加入当初から本件配分決議当時に至るまで，
水協法・組合定款にいう「漁民」に該当することはなかった（争いがない）。
また，実際には組合定款の定める地区外に居住していたにもかかわらず，
住民票の住所や漁船原簿上の住所を外形のみ組合定款の定める地区内
に異動させていた（甲１２，２０，乙ロ４）。

(4)　被告Ｄ
ア　被告Ｄは，昭和６０年１０月４日に原告組合に加入し，以後，出資の払込

み，賦課金の納入等の原告組合に対する義務を履行し，原告組合におい
て正組合員として扱われてきた者であり，本件配分決議に基づき，「正組合
員になって３年以上１０年未満であるが漁業による生活依存度の低い者」と
して１３１５万円の配分を受けた（甲１，５，７，乙ロ６の１～４，１２，弁論の
全趣旨）。

イ　被告Ｄは，①自動車修理会社の役員等をしており（甲１３），②所有する船
が漁船登録を受けていたものの，実際には漁業を営んではおらず（甲１３，
乙ロ４，調査嘱託の結果），③専ら自船の係留場所を確保する目的で原告
組合に加入し（甲１３，乙ロ４），④原告組合加入当初から本件配分決議当
時に至るまで，水協法・組合定款にいう「漁民」に該当することはなかった
（争いがない）。また，実際には組合定款の定める地区外に居住していたに
もかかわらず，住民票の住所や漁船原簿上の住所を外形のみ組合定款の
定める地区内に異動させていた（甲１３，２０，乙ロ４）。

(5)　被告Ｅ
ア　被告Ｅは，平成４年１月１０日に原告組合に加入し，以後，出資の払込



み，賦課金の納入等の原告組合に対する義務を履行し，原告組合におい
て正組合員として扱われてきた者であり，本件配分決議に基づき，「正組合
員になって３年以上１０年未満であるが漁業による生活依存度の低い者」と
して１３１５万円の配分を受けた（甲１，５，７，乙ロ７，９，被告Ｅ，弁論の全
趣旨）。

イ　被告Ｅは，①家具製造販売会社の役員等をしており（被告Ｅ，甲１５，１
６），②所有する船が漁船登録を受けていたものの，実際には漁業を営ん
ではおらず（甲１５，１６），③専ら自船の係留場所を確保する目的で原告組
合に加入し（被告Ｅ，乙ロ２），④原告組合加入当初から本件配分決議当時
に至るまで，水協法・組合定款にいう「漁民」に該当することはなかった（争
いがない）。また，実際には組合定款の定める地区外に居住していたにも
かかわらず，住民票の住所や漁船原簿上の住所を外形のみ組合定款の
定める地区内に異動させていた（甲１５，１６，２０，乙ロ２，被告Ｅ）。

(6)　被告Ｆ
ア　被告Ｆは，平成６年１１月１日に原告組合に加入し，以後，出資の払込み，

賦課金の納入等の原告組合に対する義務を履行し，原告組合において正
組合員として扱われてきた者であり，本件配分決議に基づき，「正組合員に
なって３年以上１０年未満であるが漁業による生活依存度の低い者」として
１３１５万円の配分を受けた（甲１，５，７，乙ロ１０，弁論の全趣旨）。

イ　被告Ｆは，①運送会社の役員等をしており（甲１７の１・２），②所有する船
が漁船登録を受けていたものの，実際には漁業を営んではおらず（甲１７
の１），③専ら自船の係留場所を確保する目的で原告組合に加入し（乙ロ
４），④原告組合加入当初から本件配分決議当時に至るまで，水協法・組
合定款にいう「漁民」に該当することはなかった（争いがない）。また，実際
には組合定款の定める地区外に居住していたにもかかわらず，住民票の
住所や漁船原簿上の住所を外形のみ組合定款の定める地区内に異動さ
せていた（甲１７の１・２，２０，乙ロ４）。

(7)　被告Ｇ　
ア　被告Ｇは，平成２年１０月３日に原告組合に加入し，以後，出資の払込

み，賦課金の納入等の原告組合に対する義務を履行し，原告組合におい
て正組合員として扱われてきた者であり，本件配分決議に基づき，「正組合
員になって３年以上１０年未満であるが漁業による生活依存度の低い者」と
して１３１５万円の配分を受けた（甲１，５，７，乙ロ１０，１１，被告Ｇ，弁論の
全趣旨）。

イ　被告Ｇは，①プロパンガスの販売等を行っており（甲１４，乙ハ１），②所有
する船が漁船登録を受けていたものの，実際には漁業を営んではおらず
（甲１４），③専ら自船の係留場所を確保する目的で原告組合に加入し（乙
ハ１），④原告組合加入当初から本件配分決議当時に至るまで，水協法・
組合定款にいう「漁民」に該当することはなかった（争いがない）。また，実
際には組合定款の定める地区外に居住していたにもかかわらず，住民票
の住所や漁船原簿上の住所を外形のみ組合定款の定める地区内に異動
させていた（甲１４，２０）。

(8)　被告Ｈ
ア　被告Ｈは，平成４年４月２８日に原告組合に加入し，以後，出資の払込

み，賦課金の納入等の原告組合に対する義務を履行し，原告組合におい
て正組合員として扱われてきた者であり，本件配分決議に基づき，「正組合
員になって３年以上１０年未満であるが漁業による生活依存度の低い者」と
して１３１５万円の配分を受けた（甲１，５，７，弁論の全趣旨）。

イ　被告Ｈは，①工業会社の経営等をしており（乙ハ３），②所有する船が漁
船登録を受けていたものの，実際には漁業を営んではおらず（乙ハ３，調
査嘱託の結果，弁論の全趣旨），③専ら自船の係留場所を確保する目的で
原告組合に加入し（乙ハ３），④原告組合加入当初から本件配分決議当時
に至るまで，水協法・組合定款にいう「漁民」に該当することはなかった（争
いがない）。また，実際には組合定款の定める地区外に居住していた（甲７
１，弁論の全趣旨）。

(9)　被告Ｉ
ア　被告Ｉは，平成２年４月２５日に原告組合に加入し，以後，出資の払込み，

賦課金の納入等の原告組合に対する義務を履行し，原告組合において正



組合員として扱われてきた者であり，本件配分決議に基づき，「正組合員に
なって３年以上１０年未満であるが漁業による生活依存度の最も低い者」と
して１１２９万６０００円の配分を受けた（甲１，５，７，弁論の全趣旨）。

イ　被告Ｉは，①船舶の修理販売等を行っており（甲１８，１９），②所有する船
が漁船登録を受けていたものの，実際には漁業を営んではおらず（甲１８，
１９），③原告組合加入当初から本件配分決議当時に至るまで，水協法・組
合定款にいう「漁民」に該当することはなかった（争いがない）。また，実際
には組合定款の定める地区外に居住していたにもかかわらず，住民票の
住所や漁船原簿上の住所を外形のみ組合定款の定める地区内に異動さ
せていた（甲１８ないし２０，乙ロ４）。

７　被告らに対する配分にかかわる刑事事件の存在等
　(1)　Ｋ（昭和６１年５月３１日から平成８年６月３０日までの原告組合の組合長），Ｌ

（同期間中の原告組合の専務理事）は，被告Ａ，被告Ｃ，被告Ｄ，被告Ｅ，被告
Ｆ，被告Ｇ，被告Ｉ等に対する配分にかかわる公正証書原本不実記載，同行
使，電磁的公正証書原本不実記録，不実記録電磁的公正証書原本供用各
被告事件（当庁平成８年(わ)第２２１号，第２４９号，第２７３号，同９年(わ)第９
３号，第９７号，第９８号）について，平成１０年９月２１日，有罪判決を受けた
（甲２０，乙ロ２，４，被告Ｅ）。

　(2)ア　被告Ａは，平成９年３月２２日，松山地方検察庁において，公正証書原本
不実記載，同行使等被疑事件の被疑者として取調べを受けたが，その際，
自らに対する配分について，「漁業など全くやっていないので，漁業補償金
が配分されるなどとは思ってもいなかったが，もらえるものはもらっておこう
と思い，配分金を受け取った。受け取った配分金をいつかは返さなければ
ならなくなるのではないかと不安であった。今回は大変申し訳ないことをし
てしまった。」などと供述している（甲１１）。

イ　被告Ｃは，平成９年３月２５日，松山地方検察庁において，公正証書原本
不実記載，同行使等被疑事件の被疑者として取調べを受けたが，その際，
自らに対する配分について，「漁業など一切やっていなかったので，漁業補
償金の配分を受ける資格など有していないことは十分に分かっていた。妻
も補償金を受け取ることには反対していたが，ついつい補償金が欲しくな
り，受け取ってしまった。今回のような事件を起こし，大変申し訳ない。」など
と供述している（甲１２）。

ウ　被告Ｄは，平成９年３月１９日，松山地方検察庁において，公正証書原本
不実記載，同行使等被疑事件の被疑者として取調べを受けたが，その際，
自らに対する配分について，「全く漁業をやっていないのであるから，漁業
補償金をもらう理由がないことは分かっていたが，くれるものはもらっておこ
う，という気持ちで，現在までそのお金は受け取ったままになっている。今
回このような大きな事件を起こしてしまい，本当に申し訳ないことをしたと反
省している。」などと供述している（甲１３）。

エ　被告Ｅは，平成８年８月１１日，１２日，松山地方検察庁において，公正証
書原本不実記載等被疑事件の被疑者として取調べを受けたが，その際，
自らに対する配分について，「今となっては，漁業補償金の話が出た際に
辞退すべきであったという気持ちであり，後悔している。配分を受けたお金
は自分の方から早く返還したい気持ちだが，組合全体としてまとまらない以
上，それもできない状態である。」などと供述している（甲１５，１６）。

オ　被告Ｆは，平成８年８月１１日，１２日，松山地方検察庁において，公正証
書原本不実記載等被疑事件の被疑者として取調べを受けたが，その際，
自らに対する配分について，「漁業補償金の配分の際，正直なところ私に
補償金の配分があるのはおかしいと思っていたが，つい目の前にぶら下が
った補償金に欲が出てしまった。本来受け取るべきではなかった補償金に
ついては，何とか金策をして漁協に返したいと思っており，毎日肌を焦がし
て漁に出ている本来もらうべき漁師に配り直してほしい。本当に世間を騒が
せた。」などと供述している（甲１７の１・２）。

カ　被告Ｇは，平成８年８月３１日，松山地方検察庁において，公正証書原本
不実記載等被疑事件の被疑者として取調べを受けたが，その際，自らに対
する配分について，「私には漁業補償で補償してもらうべき損失がなく，大
金をもらうことになり正直なところ嬉しい反面恐いような気持ちもあった。補
償金は私が受け取るべきではないことは分かっており，返すべきものと思っ



ているので，どこに返せばいいのか他の人とも相談して対処したいと思って
いる。」などと供述している（甲１４）。

キ　被告Ｉは，平成８年１０月２２日，平成９年３月３０日，松山地方検察庁にお
いて，公正証書原本不実記載等被疑事件の被疑者として取調べを受けた
が，その際，自らに対する配分について，「正直なところ私は，一度も魚を
売って生活したことがないのに漁業補償金をもらっていいのだろうかという
気持ちがあった。今回このようなことをしてしまい申し訳ないと思っている。」
などと供述している（甲１８，１９）。

８　組合員資格審査基準の施行等
(1)　原告組合では，平成８年７月ころ以降，愛媛県漁政課等から組合員の資格

審査等について指導があり，同年１１月２０日には臨時総会において組合員
資格審査委員会規程が制定され，平成９年６月１０日には組合員資格審査基
準が施行された（甲７３ないし７５，原告組合代表者）。

(2)　原告組合では，その後，組合員名簿上の組合員について，組合員資格審査
委員会の審査が行われ，平成９年１０月３０日に開催された同委員会におい
て，２０名を正組合員，１６名を准組合員，本件訴訟の被告９名全員を含む２７
名を員外者と決定することが承認された（甲７３，原告組合代表者，被告Ｅ，弁
論の全趣旨）。

９　本件訴訟の提起
原告組合は，平成１０年５月６日，本件訴訟を提起し，同年７月３１日には被

告らに対して訴状が送達された。
10　別件代表訴訟の存在
　　Ｊ（原告組合代表者），Ｋ（原告組合の元代表理事組合長），Ｌ（原告組合の元専

務理事）の３名は，原告組合の組合員６名を原告とする当庁平成９年(ワ)第７１０
号組合員による損害賠償代表訴訟請求事件，平成１０年(ワ)第７７５号損害賠償
代表訴訟請求事件の被告とされ，本件配分決議に基づく１４名（Ｊ，本件訴訟の
被告９名を含む。）に対する配分は正組合員としての資格要件を充足していない
者に対する不正な配分であり，理事としての善管注意義務ないし忠実義務に違
反したとして，合計１億７５３１万６０００円の損害賠償を求められている（顕著な
事実）。

第３　主要な争点
１　被告らに対する配分は無効であるか否か。
２　仮に被告らに対する配分が無効とされた場合，被告らに対する返還請求は非

債弁済ないし不法原因給付を理由に否定されるか否か。
第３章　争点に対する判断
　第１　被告らに対する配分は無効であるか否か。

１　漁業協同組合がその有する漁業権を放棄した場合に漁業権消滅の対価として
支払われる補償金は，法人としての漁業協同組合に帰属するものというべきで
あるが，現実に漁業を営むことができなくなることによって損失を被る組合員に
配分されるべきものであるところ（最高裁昭和６０年(オ)第７８１号・平成元年７月
１３日第一小法廷判決・民集４３巻７号８６６頁参照），被告らに対する配分は，
現実に漁業を営んではおらず，水協法・組合定款の定める正組合員としての資
格要件を充足していない者に対する配分であることが認められるから，漁業権
消滅補償金の性質をないがしろにする反社会的行為として，民法９０条の公序
良俗に反し無効であり，原告組合は，本件配分決議の無効確認等を待つまでも
なく，被告らに対し，不当利得を理由として，受領した配分金の返還を請求する
ことができるというべきである。

２　被告らは，原告組合との関係では，出資の払込み，賦課金の納入等の義務を
履行し，従前から正組合員として扱われており，本件配分基準案においても，
「漁業による生活依存度の低い者」などとして，被告らの実態に即した配分金額
が決定されているのであるから，被告らに対する配分は正当であり，有効である
旨主張するが，たとえ被告らの主張するような事情があったとしても，漁業権消
滅補償金は，あくまでも組合員の有する収益権の喪失を補償する目的で支払わ
れるものであり，その利益は現実に漁業を営むことができなくなることによって損
失を被る組合員が享受すべきものであるから，現実に漁業を営んでいない被告
らについては，配分金を受領する法律上の原因を欠如しているというほかなく，
被告らに対する配分が正当視されることはないというべきである（なお，被告ら
は，被告ら以外にも，現実に漁業を営んではおらず，水協法・組合定款の定める



正組合員としての資格要件を充足していない者が存在する旨指摘するが，本件
訴訟においては，被告ら自身について配分金を受領する法律上の原因がある
か否かが問題とされているのであるから，仮に被告らの指摘するような事情が
あったとしても，被告らに対する配分が正当視されるべきいわれはない。）。

第２　被告らに対する返還請求は非債弁済ないし不法原因給付を理由に否定される
か否か。

　１　被告らは，①原告組合は，本件配分決議当時，被告らが現実に漁業を営んでは
おらず，水協法・組合定款の定める正組合員としての資格要件を充足していな
いことについて，理事はもちろん，組合員全員が認識していたにもかかわらず，
被告らに対して配分を行ったのであるから，被告らに対する返還請求は民法７０
５条により許されない，②漁業補償金の各組合に対する配分は，各組合の組合
員数を基礎に決定されていたところ，原告組合は，実際に正組合員としての資
格要件を充足している者が組合の解散事由である２０人未満（水協法６８条４
項）しか存在しないような状況にあったにもかかわらず，被告らを正組合員として
扱うことによって，それだけ多額のＦＡＺ漁業補償金の配分を受けたのであるか
ら，被告らに対する返還請求は民法７０８条によっても許されない旨主張する。

　２　検討
(1)　民法７０８条は，民法９０条の公序良俗違反のような倫理・道徳に反する醜

悪な行為をした者に対する制裁として，給付されたものの返還請求を拒否す
ることによって，不法行為の発生を防止することを目的としているものと解され
るが，これを広く適用すると，かえって社会的妥当性に反することになるので，
その適用については十分な考慮を要するものであり，給付者と受領者の不法
性の程度等を比較衡量して，不法性が受領者により多く存する場合には，同
条但書により同条本文の適用が排除され，給付者の返還請求が認められる
べきである。

そして，民法７０５条は，債務が存在しない場合に広く適用されるのに対し，
民法７０８条は，給付の原因が公序良俗に反するような場合について特に定
められたものと解されるから，両条が重複して適用になるような場合には，民
法７０８条が民法７０５条に優先して適用されると解するのが相当である（民法
７０８条但書による不法原因給付受領者に対する制裁の機能を発揮させるた
めには，不法原因給付受領者が一般の不当利得における受領者よりも不利
な取扱いを受けてもやむを得ない。）。

(2)　これを本件についてみると，原告組合については，本訴請求が是認されて
被告らから配分金の返還を受けたとしても，前記のような漁業権消滅補償金
の性質からして，公正かつ適正な配分基準を作成した上，現実に漁業を営む
ことができなくなって損失を被った組合員に対して再配分を行うことが予定さ
れるだけで，原告組合自体が経済上格別の利益を得るわけではない（原告組
合では，前記認定のとおり，かねてから漁業を営んでいない遊漁者等に対し
ても組合加入を働きかけていたことは認められるものの，①平成６，７年当
時，組合員名簿上の正組合員のうち，被告ら以外に正組合員としての資格要
件を充足していない者が実際に何名存在したのか，②愛媛県が原告組合の
実情をどの程度把握してＦＡＺ漁業補償金の漁業補償契約を締結したのか，
③原告組合，松山市漁業協同組合，松山市今出漁業協同組合の３組合によ
るＦＡＺ漁業補償金の配分交渉の際，どのような基準により各組合の具体的
配分額が決定されたのか，などの点については，証拠上明らかではなく，被
告らの主張を踏まえたとしても，被告らが組合員として扱われていなければ原
告組合が７億０２００万円のＦＡＺ漁業補償金の配分を受けることができなかっ
たとまで認定することはできない。）。

　　これに対し，被告らについては，前記認定のとおり，出資の払込み，賦課金
の納入等の原告組合に対する義務を履行してきた反面，原告組合において
正組合員として扱われ，その多くが組合加入の目的としていた自船の係留場
所の確保といった利益は享受してきており，また，もともと漁業を営んではい
ないのであるから，現実に漁業を営むことができなくなることによる損失を補
償するための配分金を受領する理由がないことを実際に認識していたか，少
なくとも容易に認識できたことは明らかであり，配分金を受領できないからとい
って被告ら自身が実害を被るわけではない。他方，仮に被告らに対する返還
請求が否定されるとすると，愛媛県の支出に基づく最大１５９３万円もの金員
を被告ら各自が理由なく取得することになり，甚しい不当の利得を許容するこ



とになる（前記認定のとおり，本件配分自体ではないが，これにかかわる行為
について刑事事件の処罰の対象にもなっている。）。

これらの事情に照らすと，原告組合の本訴請求を拒絶することは，不法原
因給付者と受給者の衡平を著しく欠き，社会的妥当性に反するものといわざ
るを得ないから，本件においては，民法７０８条但書が適用され，被告らに対
する返還請求は否定されないというべきである。

　第３　小括
以上の検討によれば，被告らに対する配分は無効であり，被告らは，原告組

合に対し，受領した配分金について，不当利得として，それぞれ本訴状送達の
日の翌日以降である平成１０年８月１日から支払済みまで民法所定年５分の割
合による遅延損害金を付加して支払うべきである。

第４章　結論
　よって，原告組合の本訴請求はいずれも理由があるからこれを認容し，仮執行
の宣言は相当でないからこれを付さないこととして，主文のとおり判決する。
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